
介護保険負担限度額認定申請について 

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費（滞在費）の費用

は自己負担となっています。このうち、世帯の全員が市民税非課税等に該当する要介護等認定者は、負

担限度額認定申請により負担する金額が軽減されます。 

■軽減の対象 
次の介護（介護予防）サービスにおける居住費（滞在費）と食費を軽減します。 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 

・介護予防短期入所生活介護  ・介護療養型医療施設 ・介護医療院  

・介護予防短期入所療養介護  ・短期入所療養介護  ・短期入所生活介護 

■対象となる方、1日の負担限度額 

利用者負担段階 

居住費等 食費 

ﾕﾆｯﾄ型個室 
ﾕﾆｯﾄ型個室 

的多床室 
従来型個室 多床室 

施設 

サービス 

短期入所 

サービス 

第１段階 

① 本人および世帯全員が住

民税非課税であって、老

齢福祉年金の受給者 

② 生活保護の受給者 

８２０円 ４９０円 
４９０円 

(３２０円) 
０円 ３００円 ３００円 

第２段階 

本人および世帯員全員が住

民税非課税であって、年金

収入額＋その他の合計所得

金額が 80 万円以下の人 

８２０円 ４９０円 
４９０円 

(４２０円) 
３７０円 ３９０円 ６００円 

第３段階

① 

本人および世帯員全員が住

民税非課税であって、年金

収入額＋その他の合計所得

金額が 80 万円超１２０万

円以下の人 

１,３１０円 １,３１０円 
１,３１０円 

(８２０円) 
３７０円 ６５０円 １,０００円 

第３段階

② 

本人および世帯員全員が住

民税非課税であって、年金

収入額＋その他の合計所得

金額が１２０万円を超える

人 

１,３１０円 １,３１０円 
１,３１０円 

(８２０円) 
３７０円 １,３６０円 １,３００円 

基準費用額 

施設により異なる場合があります。 
２,００６円 １,６６８円 

１,６６８円 

(１,１７１円) 

３７７円 

(８５５円)  
１,４４５円 

＊年金収入額には非課税年金（遺族年金、障害年金）も含みます。 

＊介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担額は、（ ）内の金額となり

ます。 

＊通所介護（デイサービス）・通所リハ（デイケア）利用時の食費については対象となりません。 

＊滞納のある方は認定されない場合があります。納付についてご相談ください。 

＊世帯分離していても、配偶者が住民税課税者の場合は認定されません。 

＊預貯金等が第１段階：1,000 万円（夫婦は 2,000 万円）、第 2 段階：650 万円（同 1,650 万円）、 

第 3 段階①：550 万円（同 1,550 万円）、第３段階②：500 万円（同 1,500 万円）を超える場合

も認定されません。（第２号被保険者の預貯金等の基準額は、第１段階と同じです。） 

■申請手続 
【認定申請】・・・「負担限度額認定申請書・同意書・預貯金等の写し」を市高年介護課又は各振興局

介護保険担当窓口に提出します。認定された方には後日、「介護保険負担限度額認

定証」を送付します。 

【認  定】・・・申請日の本人・配偶者・世帯員の課税状況、預貯金等の確認により行い、申請日の

月の初日に遡り効力を有します。 

【有効期限】・・・申請日の月の初日から７月末まで（毎年度認定の更新を受ける必要があります。） 


